
政
令
第

号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第

二
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。液

化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

携
帯
液
化
石
油
ガ
ス
用
バ
ー
ナ
ー
（
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
し
た
容
器
が
直
接
取
り
付
け
ら
れ
る
構
造
の
も
の
に
限

り
、
当
該
容
器
と
の
接
続
部
か
ら
火
炎
を
出
す
位
置
ま
で
の
距
離
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
及
び
当
該
容

器
（
液
化
石
油
ガ
ス
の
吸
収
材
の
使
用
そ
の
他
の
液
化
石
油
ガ
ス
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
加
工
が
さ
れ
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
と
の
接
続
部
が
ね
じ
式
の
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
二
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



八

携
帯
液
化
石
油
ガ
ス
用
バ
ー
ナ
ー
（
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
塡
し
た
容
器
が
直
接
取
り
付
け
ら
れ
る

五
年

構
造
の
も
の
に
限
り
、
当
該
容
器
と
の
接
続
部
か
ら
火
炎
を
出
す
位
置
ま
で
の
距
離
が
三
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
及
び
当
該
容
器
（
液
化
石
油
ガ
ス
の
吸
収
材
の
使
用
そ
の
他
の
液
化
石
油

ガ
ス
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
加
工
が
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
の
接
続
部
が
ね
じ
式

の
も
の
を
除
く
。
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
二
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
二
第
八

号
に
掲
げ
る
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
追
加
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
」
と
い

う
。
）
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安



の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
液
石
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
液
石
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
追
加
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
を
販
売
し
、
又
は
販

売
の
目
的
で
陳
列
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

追
加
特
定
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
に
係
る
液
石
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
登
録
に
つ
い
て
液
石
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
は
、
液
石
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
る
前
に
お
い
て
も
、
液
石
法
第
五

十
七
条
（
液
石
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
例

に
よ
り
、
業
務
規
程
を
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
登
録
を
受
け
た

時
に
、
液
石
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。


